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(57)【要約】
【課題】本発明は、符号化技術に関する。
【解決手段】符号化方法は、入力信号フレームを符号化
するための第２の符号化モードを、入力信号フレームの
信号特性についての解析に従って選択し、入力信号フレ
ームを符号化するために使用される、予め設定された第
１の符号化モードと、第２の符号化モードとのための、
符号化要求値を取得し、上記の符号化モードから、符号
化要求値に基づいて、入力信号フレームを符号化するた
めの符号化モードを決定し、決定された符号化モードの
情報と、決定された符号化モードに従って符号化された
符号化データとを多重化することを含む。従って、符号
化モードに関する適合性と優先順位付けとが達成される
ことが可能である。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力信号フレームを符号化するための第２の符号化モードを、前記入力信号フレームの
信号特性についての解析に従って選択し、
　前記入力信号フレームを符号化するために使用される、予め設定された第１の符号化モ
ードと、前記第２の符号化モードとのための、入力信号フレームを符号化するために必要
とされるビット数及び／又はバイト数を含む符号化要求値を取得し、
　上記の符号化モードから、前記符号化要求値に基づいて、前記入力信号フレームを符号
化するための符号化モードを決定し、
　前記決定された符号化モードの情報と、前記決定された符号化モードに従って符号化さ
れた符号化データとを多重化すること
　を含むことによって特徴付けられる、音声符号化方法。
【請求項２】
　前記入力信号フレームを符号化するための前記第２の符号化モードは、前記入力信号フ
レームの前記特性についての前記解析に基づいて、信号解析ポリシーに従って選択され、
前記信号解析ポリシーは、
　前記入力信号フレームの信号特性を解析し、前記入力信号フレームの前記信号特性に対
応する符号化モードを選択すること、又は、
　予め設定された特性に一致しない信号特性を有する前記入力信号フレームのために、予
測符号化モードを使用すること
　を含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記入力信号フレームの信号特性を解析し、前記入力信号フレームの前記信号特性に対
応する符号化モードを選択することは、
　前記入力信号フレームの前記信号特性を、異なる信号特性の判定の優先順位に従って解
析し、
　予め設定された条件に最初に一致した前記信号特性に対応する前記符号化モードを選択
すること
　を含むことを特徴とする、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記入力信号フレームの前記特性についての前記解析に従って、入力信号フレームを符
号化するための前記第２の符号化モードを選択した後に、前記方法は、　前記第２の符号
化モードが予測モードであるかどうかを識別し、
　前記第２の符号化モードが前記予想モードではない場合、前記入力信号フレームを前記
第２の符号化モードを使用して符号化し、前記決定された符号化モードの前記情報と、前
記決定された符号化モードを使用して符号化された前記符号化データとを多重化すること
　を更に含むことを特徴とする、請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記入力信号フレームの前記特性についての前記解析に従って、入力信号フレームを符
号化するための前記第２の符号化モードを選択した後に、前記方法は、
　前記第２の符号化モードが、予測モード、又は前記第１の符号化モードとは異なる他の
符号化モードである少なくとも１つの符号化モードを含む決定モードセットの中の符号化
モードの１つであるかどうかを識別し、
　前記第２の符号化モードが、前記決定モードセットの符号化モードの中にない場合、前
記入力信号フレームを前記第２の符号化モードを使用して符号化し、前記決定された符号
化モードの前記情報と、前記決定された符号化モードを使用して符号化された前記符号化
データとを多重化すること
　を更に含むことを特徴とする、請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記入力信号フレームを符号化するための前記符号化モードは、前記符号化要求値に基
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づいて、モード選択ポリシーに従って決定され、前記モード選択ポリシーは、
　前記取得された符号化要求値から、最小の符号化要求値を判定すること、又は、
　取得された前記符号化要求値から、閾値に最も近い符号化要求値を判定すること、又は
、
　符号化を実行するための、前記第１の符号化モードと、その他の符号化モードのうちの
少なくとも１つとのうちの１つを、優先して採用すること
　を含むことを特徴とする、請求項１～請求項５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の符号化モードは、ダイナミックレンジ符号化モードであることを特徴とする
、請求項１～請求項６の何れか１項に記載の方法。
【請求項８】
　符号化されて送信された、多重化された信号を逆多重化し、フレーム信号を符号化する
ための符号化モードの情報と、前記符号化モードに従って符号化された符号化データとを
取得し、
　前記符号化モードの前記情報に基づいて、逆多重化された前記符号化データを復号化し
て、前記フレーム信号を取得し、
　入力信号フレームを符号化するために使用される、第１の符号化モードと、他の符号化
モードのうちの少なくとも１つとのための、入力信号フレームを符号化するために必要と
されるビット数及び／又はバイト数を含む符号化要求値を取得するステップに従って、前
記符号化モードが、符号化の最後に取得され、
　前記入力信号フレームを符号化するための符号化モードを、上記の符号化モードから、
前記符号化要求値に基づいて、モード選択ポリシーに従って決定する
　ことを含む復号化方法。
【請求項９】
　入力信号フレームの信号特性を解析し、前記入力信号フレームを符号化するための第２
の符号化モードを選択するように構成された、信号解析ユニットと、
　前記入力信号フレームを符号化するために使用される、予め設定された第１の符号化モ
ードと、第２の符号化モードとのための、入力信号フレームを符号化するために必要とさ
れるビット数及び／又はバイト数を含む符号化要求値を評価するように構成された、符号
化要求評価ユニットと、
　上記の符号化モードから、前記符号化要求値に基づいて、前記入力信号フレームを符号
化するための符号化モードを決定するように構成された、モード決定ユニットと、
　前記決定された符号化モードを使用して、前記入力信号フレームを符号化するように構
成された、符号化ユニットと
　を備えることを特徴とする、音声符号化装置。
【請求項１０】
　前記第２の符号化モードが予測モードであるか否かを識別するように構成された予測モ
ード識別ユニットを更に含み、
　前記予測モード識別ユニットが、前記第２の符号化モードが前記予測モードでないと識
別した場合、識別された結果が、前記符号化ユニットへ送信され、前記符号化ユニットが
、第２の符号化モードを用いて、前記入力フレーム信号を符号化する、
　請求項９記載の音声符号化装置。
【請求項１１】
　前記信号解析ユニットは、前記入力信号フレームの前記信号特性を解析し、前記入￥力
信号フレームを符号化するための前記第２の符号化モードを信号解析ポリシーに従って選
択し、前記信号解析ポリシーは、
　前記入力信号フレームの信号特性を解析し、前記入力信号フレームの前記信号特性に対
応する符号化モードを選択すること、又は、
　予め設定された特性に一致しない信号特性を有する前記入力信号フレームのために、予
測符号化モードを使用すること
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　を含むことを特徴とする、請求項９又は請求項１０に記載の音声符号化装置。
【請求項１２】
　前記モード決定ユニットは、上記の符号化モードから、前記符号化要求値に基づいて、
モード選択ポリシーに従って、前記入力信号フレームを符号化するための符号化モードを
決定するように構成され、前記モード選択ポリシーは、
　取得された前記符号化要求値から、最小の符号化要求値を判定すること、又は、
　取得された前記符号化要求値から、閾値に最も近い符号化要求値を判定すること、又は
、
　符号化を実行するための、前記第１の符号化モードと、その他の符号化モードのうちの
少なくとも１つとのうちの１つを、優先して採用すること
　を含むことを特徴とする、請求項１１に記載の音声符号化装置。
【請求項１３】
　前記第１の符号化モードは、ダイナミックレンジ符号化モードであることを特徴とする
、請求項９～請求項１２の何れか１項に記載の音声符号化装置。
【請求項１４】
　入力信号フレームを受信するように構成された、信号受信装置と、
　前記入力信号フレームの信号特性を解析し、前記入力信号フレームを符号化するための
第２の符号化モードを選択し、前記入力信号フレームを符号化するために使用される、予
め設定された第１の符号化モードと、前記第２の符号化モードとのための、入力信号フレ
ームを符号化するために必要とされるビット数及び／又はバイト数を含む符号化要求値を
取得し、上記の符号化モードから、前記符号化要求値に基づいて、前記入力信号フレーム
を符号化するための符号化モードを決定するように構成された、符号化モード決定装置と
、
　前記決定された符号化モードを使用して、前記入力信号フレームを符号化するように構
成された、符号化装置と、
　前記決定された符号化モードの情報と、前記決定された符号化モードに従って符号化さ
れた符号化データとを多重化するように構成された、多重化及び出力装置と
　を備えることによって特徴付けられる、音声符号化システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、信号符号化及び復号化の分野に関し、より具体的には、信号圧縮技術に、特
に、符号化方法、符号化装置、符号化機器、及び復号化方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無損失圧縮技術は、帯域幅を節約して、無損失の復元された信号を生成するため、符号
化効率を効果的に向上させることが可能である。しかし、信号間の固有エントロピーに起
因して、様々な信号についての圧縮効率は、様々な圧縮解決法によって大幅に変化し、そ
して、実時間伝送においては高い複雑さが要求される。従って、符号化効率と複雑さとの
間のトレードオフ、及び様々な信号への適応を、最大限に実現することは一般に困難であ
る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　既存の無損失圧縮技術は、より高い圧縮比を得るために、主として音声記憶に適用可能
である。しかし、そのような適用は、より高い複雑さをもたらす。別の技術では、より大
きな圧縮比を得るために、信号の各サンプルが圧縮及び符号化される。しかし、異なる入
力信号の各サンプルが、同じ圧縮モードで圧縮される場合、信号特性が無視され、そして
、入力信号に適していない圧縮モードが、入力信号を圧縮及び符号化するために使用され
る可能性が高い。従って、圧縮効率は大幅に劣化する。より悪い状況では、信号が圧縮及
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び符号化されることさえできない場合がある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、符号化方法、符号化装置、復号化方法、及び復号化装置に関する。様々な入
力信号のための包括的な符号化／復号化方法を導入することによって、様々な入力信号に
ついての圧縮効率が、より低い複雑さで向上させられる。
【０００５】
　この目的のために、本発明の一実施形態による音声符号化方法が提供される。方法は、
　入力信号フレームを符号化するための第２の符号化モードを、入力信号フレームの信号
特性についての解析に従って選択し、
　入力信号フレームを符号化するために使用される、予め設定された第１の符号化モード
と、第２の符号化モードとのための、符号化要求値を取得し、
　上記の符号化モードから、符号化要求値に基づいて、入力信号フレームを符号化するた
めの符号化モードを決定し、
　決定された符号化モードの情報と、決定された符号化モードに従って符号化された符号
化データとを多重化することを含む。
【０００６】
　従って、本発明の様々な実施形態による機器、方法、及び装置が、様々な符号化モード
に対応するために導入される。包括的な符号化方法、包括的な符号化装置、及び包括的な
符号化機器を使用することによって、入力信号フレームと様々な符号化ポリシーとに基づ
いた、様々な符号化モードの間での効果的な切り換えが、信号が圧縮及び符号化される際
に実行される。従って、複雑さと圧縮効率とに対する様々な要求が満たされることが可能
である。その結果、より少ない複雑さで、圧縮効率が効果的に向上させられる。
【０００７】
　本発明の実施形態における、又は従来技術における、技術的解決法の更なる理解を提供
するために、実施形態又は従来技術の説明において使用される添付の図面の簡単な紹介を
以下で行う。明らかに、以下の説明における添付の図面は、本発明のいくつかの実施形態
を例示するものにすぎない。また、添付の図面に基づいて、創造的な作業なしに、その他
の図面が作成されることも可能であるということが、当業者によって容易に理解される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態による符号化装置のブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態による符号化装置のブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態による符号化方法のフローチャートである。
【図４】本発明の一実施形態による符号化方法のフローチャートである。
【図５】本発明の符号化方法の実施形態による、信号解析ポリシーのための決定プロセス
である。
【図６】本発明の一実施形態による符号化方法のフローチャートである。
【図７】本発明の一実施形態による符号化方法のフローチャートである。
【図８】本発明の一実施形態による復号化方法のフローチャートである。
【図９】本発明の一実施形態による符号化システムの図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の実施形態に関する技術的解決法は、以下の詳細な説明を、本発明の実施形態に
おける添付の図面と共に参照することによって、より容易に理解されるようになるであろ
う。明らかに、本明細書に記載する実施形態は、網羅的なものではなく、本発明の実施形
態の一部にすぎない。本発明の実施形態に基づいて、創造的な作業なしに企図された他の
いかなる実施形態も、本発明の範囲に入ると解釈されるということは、当業者によって容
易に理解される。
【００１０】
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＜符号化装置の第１の実施形態＞
　図１は、本発明の一実施形態による符号化装置のブロック図である。図１に示すように
、符号化装置は、符号化要求評価ユニット１１と、モード決定ユニット１２と、符号化ユ
ニット１３とを含んでもよい。符号化要求評価ユニット１１は、入力信号フレームを符号
化するために使用される、第１の符号化モードと、その他の符号化モードのうちの少なく
とも１つとのための、符号化要求値を評価するように構成される。モード決定ユニット１
２は、上記の符号化モードから、符号化要求評価ユニット１１によって取得された符号化
要求値に基づいて、入力信号フレームを符号化するために使用される符号化モードを、モ
ード選択ポリシーに従って決定するように構成される。符号化ユニット１３は、モード決
定ユニット１２によって決定された符号化モードを使用して、入力信号フレームを符号化
するように構成される。
【００１１】
　本実施形態によれば、符号化装置が、様々な符号化モードに対応するために導入される
。包括的な符号化装置を使用して、第１の符号化モードと、その他の符号化モードのうち
の少なくとも１つとのための、符号化要求値を判定することによって、入力信号フレーム
と様々な符号化ポリシーとに基づいた、様々な符号化モードの間での効果的な切り換えが
、信号が圧縮及び符号化される際に実行される。従って、複雑さと圧縮効率とに対する様
々な要求が満たされることが可能である。その結果、より少ない複雑さで、圧縮効率が効
果的に向上させられる。
【００１２】
＜符号化装置の第２の実施形態＞
　図２は、本発明の一実施形態による符号化装置のブロック図である。図２に示すように
、符号化装置は、符号化要求評価ユニット１１と、モード決定ユニット１２と、符号化ユ
ニット１３とを含んでもよい。符号化要求評価ユニット１１は、入力信号フレームを符号
化するために使用される、第１の符号化モードと、その他の符号化モードのうちの少なく
とも１つとのための、符号化要求値を評価するように構成される。モード決定ユニット１
２は、上記の符号化モードから、符号化要求評価ユニット１１によって取得された符号化
要求値に基づいて、入力信号フレームを符号化するために使用される符号化モードを、モ
ード選択ポリシーに従って決定するように構成される。符号化ユニット１３は、モード決
定ユニット１２によって決定された符号化モードを使用して、入力信号フレームを符号化
するように構成される。
【００１３】
　入力信号フレームは、符号化要求評価ユニット１１に、フレームごとに入る。符号化要
求評価ユニット１１は、入力信号フレームを受信し、入力信号フレームを符号化するため
に使用される、少なくとも２つの符号化モードのための、符号化要求値を評価する。第１
の符号化モードは、ダイナミックレンジ符号化モード（ｄｙｎａｍｉｃ　ｒａｎｇｅ　ｅ
ｎｃｏｄｉｎｇ　ｍｏｄｅ）であってもよい。その他の符号化モードのうちの少なくとも
１つは、ダイナミックレンジ符号化モードとは異なる符号化モードを含む。その他の符号
化モードが１つのタイプである場合、その他の符号化モードは、予測符号化モード（ｐｒ
ｅｄｉｃｔｉｏｎ　ｅｎｃｏｄｉｎｇ　ｍｏｄｅ）であってもよい。その他の符号化モー
ドのうちの少なくとも１つは、以下に限定されないが、予測符号化モード、一定符号化モ
ード（ｃｏｎｓｔａｎｔ　ｅｎｃｏｄｉｎｇ　ｍｏｄｅ）、ランレングス符号化モード（
ｒｕｎ－ｌｅｎｇｔｈ　ｅｎｃｏｄｉｎｇ　ｍｏｄｅ）、又はパルス符号化モード（ｐｕ
ｌｓｅ　ｅｎｃｏｄｉｎｇ　ｍｏｄｅ）を含んでもよい。符号化要求値は、入力信号フレ
ームを符号化するために様々な符号化モードによって必要とされるビット数、及び／又は
、入力信号フレームを符号化するために必要とされるバイト数を含む。符号化要求値は、
様々な符号化モードを使用して符号化を実行することによって、又は、入力信号フレーム
のパラメータ情報に基づいて、符号化モードの特性と組み合わせて、評価を行うことによ
って取得されてもよい。従って、符号化要求値が、様々な符号化モードを使用して入力信
号フレームを符号化することによって取得される場合、符号化ユニット１３は、符号化要
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求評価ユニット１１内に配置されてもよく、又は、符号化要求評価ユニット１１と一緒に
１つの論理エンティティ内にあってもよく、又は、独立した論理エンティティであっても
よい。符号化要求値が、入力信号フレームのパラメータ情報に基づいて評価される場合、
符号化ユニット１３は、モード決定ユニット１２の出力を受信し、決定されたモードに従
って符号化を実行する。
【００１４】
　本実施形態による符号化装置は、信号解析ユニット１４を更に含んでもよい。信号解析
ユニット１４は、入力信号フレームが符号化要求評価ユニット１１に入る前に、第１の符
号化モード以外のその他の符号化モードから、第２の符号化モードを、入力信号フレーム
の信号特性に基づいて、信号解析ポリシーに従って選択するように構成され、ここで、第
２の符号化モードは、符号化要求評価ユニット１１に入力される、その他の符号化モード
のうちの少なくとも１つとしての役割を果たす。信号解析ユニット１４の出力を受信した
場合、符号化要求評価ユニット１１は、入力信号フレームを符号化するために使用される
、第１の符号化モードと第２の符号化モードとのための、符号化要求値を、別個に取得す
る。
【００１５】
　符号化要求評価ユニット１１は、入力信号フレームを符号化するために様々な符号化モ
ードによって必要とされる、符号化要求値を出力する。モード決定ユニット１２は、入力
信号フレームを符号化するためのモードを、モード選択ポリシーに従って決定する。モー
ド選択ポリシーは、取得された符号化要求値から、最小の符号化要求値を判定すること、
又は、取得された符号化要求値から、閾値に最も近い符号化要求値を判定すること、又は
、符号化を実行するための、第１の符号化モードと、その他の符号化モードのうちの少な
くとも１つとのうちの１つを、優先して採用すること、及び、符号化モードに対応する符
号化モード識別子と、符号化のために必要とされる対応するパラメータとを生成し、符号
化モード識別子と、パラメータとを、符号化ユニット１３に送信することを含む。
【００１６】
　符号化ユニット１３は、入力信号フレームを、モード決定ユニット１２によって決定さ
れた符号化モードを使用して符号化する。あるいは、前述のように、符号化要求評価ユニ
ット１１が、符号化要求値を取得するプロセスにおいて、入力信号フレームを、様々な符
号化モードに基づいて符号化してもよく、前記符号化された入力信号フレームが、符号化
ユニット１３によって再利用されてもよい。符号化される信号は、符号化された入力信号
フレームと、符号化モード識別子と、符号化によって必要とされるパラメータとを含む。
他の実施形態では、符号化される信号は、その他の信号又は情報を更に含んでもよい。
【００１７】
　本実施形態によれば、符号化装置が、様々な符号化モードに対応するために導入される
。包括的な符号化装置を使用して、第１の符号化モードと、その他の符号化モードのうち
の少なくとも１つとのための、符号化要求値を判定することによって、入力信号フレーム
と様々な符号化ポリシーとに基づいた、様々な符号化モードの間での効果的な切り換えが
、信号が圧縮及び符号化される際に実行される。従って、複雑さと圧縮効率とに対する様
々な要求が満たされることが可能である。その結果、より少ない複雑さで、圧縮効率が効
果的に向上させられる。
【００１８】
＜符号化装置の第３の実施形態＞
　符号化装置は、信号解析ユニット１４と、符号化要求評価ユニット１１と、モード決定
ユニット１２と、符号化ユニット１３とを含む。信号解析ユニット１４は、入力信号フレ
ームの信号特性を解析し、入力信号フレームを符号化するための第２の符号化モードを選
択するように構成される。符号化要求評価ユニット１１は、入力信号フレームを符号化す
るために使用される、第１の符号化モードと第２の符号化モードとのための、符号化要求
値を評価するように構成される。モード決定ユニット１３は、それらの符号化モードから
、符号化要求値に基づいて、入力信号フレームを符号化するための符号化モードを決定す



(8) JP 2012-194574 A 2012.10.11

10

20

30

40

50

るように構成される。符号化ユニット１３は、決定された符号化モードを使用して、入力
信号フレームを符号化するように構成される。
【００１９】
　信号解析ユニット１４は、入力信号フレームを解析し、入力信号フレームを符号化する
ための様々な符号化モードから、第２の符号化モードを選択するように構成される。入力
信号フレームの様々な信号特性は、様々な符号化モードに対応してもよい。信号特性は、
以下に限定されないが、一定信号（ｃｏｎｓｔａｎｔ　ｓｉｇｎａｌ）、特別な一定信号
（ｓｐｅｃｉａｌ　ｃｏｎｓｔａｎｔ　ｓｉｇｎａｌ）、パルス信号（ｐｕｌｓｅ　ｓｉ
ｇｎａｌ）、又は、少なくとも２つの値を有する多値信号（ｍｕｌｔｉ－ｖａｌｕｅｄ　
ｓｉｇｎａｌ）を含む。信号解析ユニットは、第２の符号化モードを、信号解析ポリシー
に従って選択してもよい。信号解析ポリシーは、入力信号フレームの様々な信号特性を解
析し、入力信号フレームの特性に対応する符号化モードを選択することを含む。Ｇ７１１
符号ストリーム信号を例に取る。入力信号フレームが一定信号であると判定された場合、
一定符号化モードが第２の符号化モードとして選択される。入力信号フレームが、一定特
性に一致せず、しかし、入力信号フレームのパルス情報が、予め設定された条件を満たす
場合、パルス符号化モードが、第２の符号化モードとして選択されてもよい。信号解析ポ
リシーは、信号特性がいかなる予め設定された特性にも一致しない入力信号フレームのた
めに、予測符号化モードを使用することを更に含んでもよい。解析が、いずれの特性も一
致しないことを示す場合、例えば、入力信号フレームが、通常の一定でも、特別な一定で
もなく、入力信号フレームが、予め設定されたパルス数に一致せず、入力信号フレームが
、多値信号でもない場合、予測符号化モードが、解析の後で、第２の符号化モードとして
選択される。本実施形態における符号化要求評価ユニットとモード決定ユニットとは、第
１の符号化モードと第２の符号化モードとのための、符号化要求値の評価において、及び
、第１の符号化モードと第２の符号化モードとの間での符号化モードの選択に関する判定
において、符号化装置の第１の実施形態におけるものとは異なる。本実施形態における符
号化ユニットは、符号化装置の第１の実施形態におけるものと同一である。
【００２０】
　符号化装置の第１の実施形態とのもう１つの違いは、本実施形態の符号化装置が、信号
解析ユニット１４から出力された第２の符号化モードが予測モードであるかどうかを識別
するための、予測モード識別ユニット１５を更に含むということである。
【００２１】
　予測モード識別ユニット１５が、第２の符号化モードが予測モードではないことを識別
した場合、識別された結果が符号化ユニット１３に送信される。符号化ユニット１３は、
第２の符号化モードを使用して入力信号フレームを符号化する。予測モード識別ユニット
１５が、第２の符号化モードが予測モードであることを識別した場合、識別された結果は
符号化要求評価ユニット１１に送信される。
【００２２】
　符号化装置の第１及び第２の実施形態におけるモード選択ポリシーと信号解析ポリシー
とは、記憶ユニット１６を介して符号化装置内に記憶されてもよく、又は読み出されても
よい。記憶ユニットは、符号化装置内の論理エンティティであってもよく、又は、データ
情報が外部から読み出されるように、符号化装置から分離していてもよい。
【００２３】
　本実施形態によれば、符号化装置が、様々な符号化モードに対応するために導入される
。包括的な符号化装置を使用することによって、フレーム信号を符号化するための第２の
符号化モードが、信号特性についての解析に基づいて選択される。選択された第２の符号
化モードが予測モードではない場合、信号は直ちに符号化されて出力される。選択された
第２の符号化モードが予測モードである場合、入力信号フレームを符号化するために使用
される、第１の符号化モードと第２の符号化モードとのための、符号化要求値に基づいて
、最適な符号化モードが選択される。このようにして、入力信号フレームと様々な符号化
ポリシーとに基づいた、様々な符号化モードの間での効果的な切り換えが、信号が圧縮及
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び符号化される際に実行される。従って、複雑さと圧縮効率とに対する様々な要求が満た
されることが可能である。その結果、より少ない複雑さで、圧縮効率が効果的に向上させ
られる。
【００２４】
＜符号化方法の第１の実施形態＞
　図３は、本発明の一実施形態による符号化方法のフローチャートである。方法は、以下
のステップを含む。
【００２５】
　ステップ２０１：入力信号フレームの信号特性についての解析が行われ、入力信号フレ
ームを符号化するための第２の符号化モードが選択される。
【００２６】
　符号化される入力信号フレームは、様々な信号特性を有する。入力信号フレームの特性
についての解析が行われる。解析結果に基づいて、入力信号フレームを符号化するための
様々な符号化モードから、第２の符号化モードが選択される。入力信号フレームは、ＰＣ
Ｍ信号であってもよく、又は、Ｇ．７１１標準に従ってポイントごとに符号化された信号
に類似していてもよく、又は、その他の信号であってもよい。
【００２７】
　ステップ２０２：入力信号フレームを符号化するために使用される、予め設定された第
１の符号化モードと、第２の符号化モードとのための、符号化要求値が取得される。
【００２８】
　入力信号フレームを符号化するための第１の符号化モードは、予め設定されている。第
１の符号化モードは、ダイナミックレンジ符号化モードであってもよい。入力信号フレー
ムを符号化するために使用される、第１の符号化モードと、ステップ２０１で取得された
第２の符号化モードとのための、符号化要求値が評価される。符号化要求値は、入力信号
フレームを符号化するために必要とされるビット数又はバイト数である。
【００２９】
　ステップ２０３：入力信号フレームを符号化するための符号化モードが、それらの符号
化モードから、様々な符号化要求値に基づいて選択される。
【００３０】
　様々な符号化モードのもとでの、計算された符号化要求値が、特定のポリシーに従って
比較される。入力信号フレームを符号化するための符号化モードが、その比較から選択さ
れる。
【００３１】
　ステップ２０４：決定された符号化モードの情報と、決定された符号化モードに従って
符号化された符号化データとが、符号化及び多重化される。
【００３２】
　加えて、符号化を行うためのいくつかの符号化パラメータも、復号器が正常に復号化す
ることができるようにするために多重化される。
【００３３】
　本実施形態によれば、符号化方法が、様々な符号化モードに対応するために導入される
。包括的な符号化方法を使用することによって、フレーム信号を符号化するための第２の
符号化モードが、信号特性についての解析に基づいて選択される。入力信号フレームを符
号化するために使用される、第１の符号化モードと第２の符号化モードとのための、符号
化要求値に基づいて、最適な符号化モードが選択される。このようにして、入力信号フレ
ームと様々な符号化ポリシーとに基づいた、様々な符号化モードの間での効果的な切り換
えが、信号が圧縮及び符号化される際に実行される。従って、複雑さと圧縮効率とに対す
る様々な要求が満たされることが可能である。その結果、より少ない複雑さで、圧縮効率
が効果的に向上させられる。
【００３４】
＜符号化方法の第２の実施形態＞
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　図４は、本発明の一実施形態による符号化方法のフローチャートである。方法は、以下
のステップを含む。
【００３５】
　ステップ４０１：入力信号フレームについての解析が、信号特性に基づいて行われる。
【００３６】
　入力信号フレームは、様々な信号特性を有する。本実施形態では、最初に、入力信号フ
レームの信号特性が解析される。入力信号フレームの信号特性は、入力信号フレーム全体
が一定信号であるかどうかを含む。信号が一定信号である場合、一定が特別な一定である
かどうかが更に判定される。入力信号フレームの信号特性は、入力信号フレーム全体が２
つ以上の値を有するかどうか、又は、入力信号フレームのパルスの数も含んでもよい。入
力信号フレームの信号特性は、上記のタイプに限定されない。入力信号フレームの信号特
性は、信号特性を反映することが可能な全ての信号特性を含む。
【００３７】
　ステップ４０２：入力信号フレームを符号化するための符号化モードが、信号解析ポリ
シーに従って、入力信号フレームの解析結果に基づいて選択される。そのような符号化モ
ードは、第２の符号化モードと呼ばれる。異なる信号特性は、異なる符号化モードに対応
する。入力信号フレームを解析することによって、入力信号フレームのための符号化モー
ドが、予め設定された信号解析ポリシーに従って決定されてもよい。信号解析ポリシーは
、第２の符号化モードを選択するために様々な信号特性を解析することを、解析結果に基
づいて選択を行うことに優先して含んでもよい。例えば、信号が一定信号であるかどうか
が最初に判定される。次に、信号が多値信号であるかどうかが判定される。最後に、信号
がパルス信号であるかどうかが判定される。判定プロセスは、以下の通りであってもよい
。ステップ４０１で取得された解析結果に基づいて、入力信号フレームが一定信号である
かどうかが最初に判定される。入力信号フレーム全体が一定信号である場合、対応する一
定符号化モードが、第２の符号化モードとして選択される。あるいは、フレーム信号が特
別な一定フレーム信号であるかどうかが更に判定される。フレーム信号が特別な一定フレ
ーム信号である場合、特別一定符号化モード（ｓｐｅｃｉａｌ　ｃｏｎｓｔａｎｔ　ｅｎ
ｃｏｄｉｎｇ　ｍｏｄｅ）が選択される。それ以外の場合、通常一定符号化モード（ｎｏ
ｒｍａｌ　ｃｏｎｓｔａｎｔ　ｅｎｃｏｄｉｎｇ　ｍｏｄｅ）が選択される。信号が一定
信号ではない場合、信号が多値信号であるかどうかが判定される。入力信号フレーム全体
が２つの値を含む場合、多値符号化モード（ｍｕｌｔｉ－ｖａｌｕｅｄ　ｅｎｃｏｄｉｎ
ｇ　ｍｏｄｅ）が、第２の符号化モードとして選択される。信号特性の判定が完了するま
で、残りについては類推によって推論されてもよい。判定のための上記の順序は、実際の
状況に応じて調節されてもよい。信号解析ポリシーは、様々な信号特性の判定の優先順位
と、どの信号特性が解析される必要があるかについての決定とを含む。対応する符号化モ
ードは、以下に限定されないが、一定符号化モード、パルス符号化モード、多値符号化モ
ード、又はランレングス符号化モードを含む。信号特性が、予め設定された特性に適合し
ない信号に対しては、予測符号化モードが、第２の符号化モードとして使用される。図５
は、信号解析ポリシーに基づいた判定プロセスを示す。
【００３８】
　ステップ４０２は、ステップ４０１と並行して実行されてもよい。１つの信号特性につ
いての解析の後で、信号解析ポリシーに基づいて、信号特性に対応する符号化モードが第
２の符号化モードとして選択されてもよいかどうかが判定されてもよい。ステップ４０２
は、ステップ４０１の完了に基づいて、第２の符号化モードを、信号解析ポリシーに従っ
て選択するために実行されてもよい。上記のステップは、圧縮効率が更に保証されるよう
にするために、信号特性に基づいて符号化モードを効果的に選択することを可能にしうる
。
【００３９】
　ステップ４０３：第２の符号化モードが予測モードであるかどうかが識別される。第２
の符号化モードが予測モードではない場合、方法はステップ４０７に進む。第２の符号化
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モードが予測モードである場合、後続のステップが実行される。
【００４０】
　ステップ４０４：入力信号フレームを符号化するために使用される、予め設定された第
１の符号化モードのための、符号化要求値が取得される。
【００４１】
　ステップ４０４は、少なくとも２つの方法で実施されてもよい。第１の方法は、入力信
号フレームを、第１の符号化モードを使用してフレームごとに符号化して、符号化のため
に必要とされる符号化要求値を計算することである。第２の方法は、入力信号フレームを
、第１の符号化モードを使用してフレームごとに符号化するために必要とされる符号化要
求値を評価して、符号化要求値についての評価を取得することである。
【００４２】
　第１の符号化モードは、ダイナミックレンジ符号化モードであってもよい。ダイナミッ
クレンジ符号化モードのための符号化要求値は、符号化のために必要とされるビット数又
はバイト数を含んでもよい。ビット数又はバイト数は、入力信号フレームを符号化するた
めの複雑さの特性情報を表すために使用される。本実施形態は、ビット数の例で記載され
る。各サンプルポイントを符号化するために必要とされるビット数は、符号化される信号
の最小サンプルポイント値と最大サンプルポイント値とに基づいて計算される。例えば、
符号化される信号ｘの、取得された最大サンプルポイント値ｍａｘ（ｘ）と最小サンプル
ポイント値ｍｉｎ（ｘ）とに基づいて、各サンプルポイントを符号化するために必要とさ
れるビット数「ｃｏｄｅ＿ｂｉｔｓ」は、ｃｏｄｅ＿ｂｉｔｓ＝ｌｏｇ２［（ｍａｘ（ｘ
）－ｍｉｎ（ｘ）＋１］という式によって取得されてもよい。あるいは、符号化される信
号のダイナミックレンジを取得するために、ステップ４０４に先立って判定が実行されて
もよい。ダイナミックレンジは、所定の閾値と比較される。符号化される信号のダイナミ
ックレンジが、予め設定された閾値以下である場合に、ステップ４０４が実行される。又
は、ダイナミックレンジが、閾値未満であるか、又は閾値を超えるか、又は閾値１未満で
ありかつ閾値２を超えるか、又は、第２の符号化モードのためのビット数が、閾値よりも
大きい。
【００４３】
　ステップ４０５：入力信号フレームを符号化するために使用される、第２の符号化モー
ドのための、符号化要求値が取得される。このステップは、ステップ４０４に先立って、
ステップ４０４の後に、かつ／又は、ステップ４０４と並行して実行されてもよい。ステ
ップ４０４における方法と同様に、入力信号フレームを符号化するために使用される、第
２の符号化モードのための、符号化要求値が、第２の符号化モードを使用して入力信号フ
レームを符号化するために必要とされるビット数又はバイト数を計算するための方法に従
って取得される。あるいは、ステップ４０５に先立って判定が実行されてもよい。第２の
符号化モードのためのビット数が閾値よりも大きい場合、ステップ４０６が実行される。
【００４４】
　ステップ４０６：ステップ４０４及びステップ４０５で取得された符号化要求値が比較
される。入力信号フレームを符号化するための符号化モードが、第１の符号化モード及び
第２の符号化モードから、モード選択ポリシーに従って選択される。
【００４５】
　モード選択ポリシーは、取得された符号化要求値から、最小の符号化要求値を判定する
ことを含む。このモード選択ポリシーに従って、第１のモードのために必要とされる符号
化要求値が、第２のモードのために必要とされる符号化要求値未満である場合、入力信号
フレームを符号化するための第１のモードが選択される。第１のモードのために必要とさ
れる符号化要求値が、第２のモードのために必要とされる符号化要求値以上である場合、
第２の符号化モードが、入力信号フレームを符号化するために選択される。モード選択ポ
リシーは、取得された符号化要求値から、閾値に最も近い符号化要求値を判定することを
更に含む。このモード選択ポリシーに従って、これらの２つのモードのための符号化要求
値が、予め設定された閾値と比較される。符号化要求値と閾値との間の差の絶対値がより
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小さい符号化要求値に対応する符号化モードが、入力信号フレームを符号化するために選
択される。あるいは、閾値よりも小さい符号化要求値に対応する符号化モードが、入力信
号フレームを符号化するために選択される。モード選択ポリシーは、符号化を実行するた
めに使用される、第１の符号化モードと、その他の符号化モードのうちの少なくとも１つ
とのうちの１つを、優先して採用することを更に含む。様々な環境においては、場合によ
っては、予め設定された符号化モードで符号化を実行する必要がある。従って、最初に使
用されるモードが依然として存在する。もちろん、第１の符号化モード及び第２の符号化
モードから、入力信号フレームのための符号化モードを選択するためのモードポリシーは
、上記のタイプに限定されない。モード選択ポリシーは、当業者によって考案されること
が可能な全ての解決法を含む。
【００４６】
　ステップ４０７：決定された符号化モードの情報と、決定された符号化モードに従って
符号化された符号化データとが、符号化及び多重化される。
【００４７】
　ステップ４０４及びステップ４０５において、符号化を介して符号化要求値を計算する
方法が使用された場合、ステップ４０７において、第１の符号化モードの情報と、ステッ
プ４０４における符号化結果とが、第１の符号化モードのために必要とされるパラメータ
と共に、多重化及び符号化される。多重化されたデータは、次に、復号器に出力される。
あるいは、第２の符号化モードの情報と、ステップ４０５における符号化結果とが、第２
の符号化モードのために必要とされるパラメータと共に、多重化及び符号化される。多重
化されたデータは、次に、復号器に出力される。ステップ４０４及びステップ４０５にお
いて使用された評価方法によって、符号化要求値が取得された場合、ステップ４０７にお
いて、入力信号フレームが、ステップ４０６で決定された符号化モードを使用してフレー
ムごとに符号化されて、符号化データが取得される。ステップ４０３における、入力とし
ての識別結果に対しては、入力信号フレームが、識別結果に基づいて符号化及び多重化さ
れる。
【００４８】
　符号化された入力信号フレームと、符号化モード識別子と、符号化のために必要とされ
るパラメータとが多重化される。符号化のために必要とされるパラメータは、サンプルポ
イントの数と、サンプルポイントの最小値と、各サンプルポイントを符号化するためのビ
ット数とを含む。また、パラメータは、選択された符号化モードによって決まる、予測係
数、予測次数、エントロピー符号化パラメータなどを含んでもよい。選択された符号化モ
ードは、入力信号フレームを圧縮及び符号化するために使用される。
【００４９】
　符号化される信号が第２の符号化モードを使用することが決定された場合、第２の符号
化モードに対応する符号化モード識別子が生成されて送信される。入力信号フレームは、
第２の符号化モジュールを介して、第２の符号化モードを使用して符号化される。
【００５０】
　符号化される信号が第１の符号化モードを使用することが決定された場合、入力信号フ
レームは、ダイナミックレンジ符号化モジュールによって符号化される（ダイナミックレ
ンジ符号化モジュールを例に取る場合）。符号化される信号のフレームヘッダ情報と、符
号化される信号のサンプルポイント値の情報と、ダイナミックレンジ符号化モードに対応
する符号化モード識別子とが送信される。フレームヘッダ情報は、符号化される信号のサ
ンプルポイントの最小値と、各サンプルポイントを符号化するためのビット数とである。
符号化される信号のサンプルポイント値の情報は、符号化される信号のサンプルポイント
値である。符号化される信号のフレームヘッダ情報は、ダイナミックレンジ符号化モード
に対応する符号化モード識別子に基づいて符号化される。符号化される信号のサンプルポ
イントの情報は、各サンプルポイントを符号化するために必要とされるビット数に基づい
て、ビットごとに符号化される。
【００５１】
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　あるいは、ステップ４０３は、以下のステップを含んでもよい。
【００５２】
　ステップ４０３：第２の符号化モードが、判定モードセット内の符号化モードのうちの
１つであるかどうかが識別される。
【００５３】
　判定モードセットは予め設定される。判定モードセットは、少なくとも１つの符号化モ
ードを含んでもよい。少なくとも１つの符号化モードは、予測モード、又は、第１の符号
化モードとは異なるその他のモードであってもよい。ステップ４０２で第２の符号化モー
ドが選択された場合、第２の符号化モードが最初に判定される。第２の符号化モードが判
定モードセット内にない場合、ステップ４０７が実行されて、第２の符号化モードを使用
して入力信号フレームが符号化され、第２の符号化モードの情報と、第２の符号化モード
を使用して符号化された符号化データとが多重化され、それ以外の場合、後続のステップ
が実行される。
【００５４】
　本実施形態によれば、符号化方法が、様々な符号化モードに対応するために導入される
。包括的な符号化方法を使用することによって、フレーム信号を符号化するための第２の
符号化モードが、信号特性についての解析に基づいて選択される。選択された第２の符号
化モードが、判定モードセットに属していない場合、信号は直ちに符号化されて出力され
る。選択された第２の符号化モードが、判定モードセット内にある場合、入力信号フレー
ムを符号化するために使用される、第１の符号化モードと第２の符号化モードとのための
、符号化要求値に基づいて、最適な符号化モードが選択される。このようにして、入力信
号フレームと様々な符号化ポリシーとに基づいた、様々な符号化モードの間での効果的な
切り換えが、信号が圧縮及び符号化される際に実行される。従って、複雑さと圧縮効率と
に対する様々な要求が満たされることが可能である。その結果、より少ない複雑さで、圧
縮効率が効果的に向上させられる。
【００５５】
＜符号化方法の第３の実施形態＞
　図６は、本発明の一実施形態によるフローチャートである。フローチャートは、以下の
ステップを含む。
【００５６】
　ステップ６０１：入力信号フレームを符号化するために使用される、第１の符号化モー
ドと、その他の符号化モードのうちの１つとのための、符号化要求値が取得される。
【００５７】
　第１の符号化モードは、ダイナミックレンジ符号化モードであってもよい。その他の符
号化モードのうちの少なくとも１つは、ダイナミックレンジ符号化モードとは異なる、そ
の他の符号化モードである。その他の符号化モードのうちの少なくとも１つが、１つのみ
のモードを含む場合、このモードは予測モードであってもよい。もちろん、その他の符号
化モードも除外されない。
【００５８】
　ステップ６０２：入力信号フレームを符号化するための符号化モードが、それらの符号
化モードから、符号化要求値に基づいて、モード選択ポリシーに従って選択される。
【００５９】
　ステップ６０３：決定された符号化モードの情報と、決定された符号化モードに従って
符号化された符号化データとが、多重化される。
【００６０】
　本実施形態では、様々な符号化モードのための符号化要求値が直接評価される。入力信
号フレームを符号化するための符号化モードが、それらの符号化モードから選択され、こ
れにより、実装の複雑さが減少する。
【００６１】
　本実施形態によれば、符号化方法が、様々な符号化モードに対応するために導入される



(14) JP 2012-194574 A 2012.10.11

10

20

30

40

50

。包括的な符号化方法を使用して、第１の符号化モードと第２の符号化モードとのための
、符号化要求値を判定することによって、入力信号フレームと様々な符号化ポリシーとに
基づいた、様々な符号化モードの間での効果的な切り換えが、信号が圧縮及び符号化され
る際に実行される。従って、複雑さと圧縮効率とに対する様々な要求が満たされることが
可能である。その結果、より少ない複雑さで、圧縮効率が効果的に向上させられる。
【００６２】
＜符号化方法の第４の実施形態＞
　図７は、本発明の一実施形態によるフローチャートである。フローチャートは、以下の
ステップを含む。
【００６３】
　ステップ８０１：入力信号フレームを符号化するために使用される、第１の符号化モー
ドのための、符号化要求値が取得される。
【００６４】
　ステップ８０１は、少なくとも２つの方法で実施されてもよい。第１の方法は、入力信
号フレームを、第１の符号化モードを使用してフレームごとに符号化して、符号化のため
に必要とされる符号化要求値を計算することである。第２の方法は、入力信号フレームを
フレームごとに符号化するために使用される、第１の符号化モードのための、符号化要求
値を評価して、符号化要求値についての評価を取得することである。
【００６５】
　第１の符号化モードは、ダイナミックレンジ符号化モードであってもよい。ダイナミッ
クレンジ符号化モードのための符号化要求値は、符号化のために必要とされるビット数又
はバイト数を含んでもよい。ビット数又はバイト数は、入力信号フレームを符号化するた
めの複雑さの特性情報を表すために使用される。本実施形態は、ビット数の例で記載され
る。各サンプルポイントを符号化するために必要とされるビット数は、符号化される信号
の最小サンプルポイント値と最大サンプルポイント値とに基づいて計算される。例えば、
符号化される信号ｘの、取得された最大サンプルポイント値ｍａｘ（ｘ）と最小サンプル
ポイント値ｍｉｎ（ｘ）とに基づいて、各サンプルポイントを符号化するために必要とさ
れるビット数「ｃｏｄｅ＿ｂｉｔｓ」は、ｃｏｄｅ＿ｂｉｔｓ＝ｌｏｇ２［（ｍａｘ（ｘ
）－ｍｉｎ（ｘ）＋１］という式によって取得されてもよい。
【００６６】
　ステップ８０２：入力信号フレームを符号化するために使用される、その他の符号化モ
ードのうちの少なくとも１つのための、符号化要求値が取得される。
【００６７】
　入力信号フレームを符号化するために使用される、ダイナミックレンジ符号化モードと
は異なる符号化モードのための、符号化要求値が取得される。ステップ８０１における方
法と同様に、入力信号フレームを符号化するために使用される、第２の符号化モードのた
めの、符号化要求値が、その他の符号化モードによって必要とされるビット数又はバイト
数を計算するための方法に従って取得される。符号化要求値は、符号化のために必要とさ
れるビット数又はバイト数を含んでもよい。予測符号化モードを例に取る。その他の符号
化モードのうちの少なくとも１つが、予測符号化モードである場合、予測符号化モードの
ための符号化要求値を取得するプロセスは、以下のステップを含んでもよい。
【００６８】
　符号化される信号の予測符号化モードを符号化するためのビット数は、符号化される信
号の残留信号を符号化するために必要とされるビット数と、符号化される信号のフレーム
エッジ情報のビット数との合計である。残留信号に対してエントロピー符号化が実行され
て、残留信号を符号化するために必要とされるビット数が取得される。本実施形態では、
残留信号は、予測次数と予測係数とに基づいて取得される。次に、エントロピー符号化パ
ラメータに基づいて、残留信号に対してエントロピー符号化が実行される。あるいは、エ
ントロピー符号化の特性が、残留信号を符号化するために必要とされるビット数の計算を
簡略化するために利用されてもよい。ライス符号化を例に取る。入力値はｍである。ライ
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スパラメータはｓである。この値によって必要とされるビット数は、ｋ＋１＋ｓであり、
ここで、ｋ＝ｍ＞＞（ｓ－１）である。従って、予測残留信号に対して完全なエントロピ
ー符号化を実行する必要はない。必要とされるビット数は、特性に従って評価されること
が可能である。その結果として、解決法の複雑さが減少させられる。フレームエッジ情報
は、フレーム長パラメータと、予測パラメータと、エントロピー符号化パラメータとを含
む。フレーム長パラメータは、現在のフレーム内に含まれるサンプルポイントの数を識別
するために使用される。予測パラメータは、予測次数及び予測係数などの、線形予測のた
めに必要とされる情報を示す。エントロピー符号化パラメータに関して、ライス符号化を
例に取る。ライス符号化においては、符号化効率を最適化するために、信号が変化するに
つれて、対応するパラメータが変化してもよい。それらのパラメータは、符号化の最後に
符号化されて、復号器に送信される必要がある。予測符号化モードを使用して入力信号フ
レームをフレームごとに符号化することによって符号化要求値を取得する方法に加えて、
符号化要求値は、入力信号フレームの特性に従って評価されてもよい。
【００６９】
　上記は、例としてのみ、予測符号化モードに基づいている。このステップでは、様々な
符号化モードのための符号化要求値が取得されてもよい。取得方法は、符号化モード自体
とは異なる符号化方法に適用可能である。このステップでは、符号化要求値が、符号化モ
ードに関わらず取得されてもよい。
【００７０】
　このステップを実行する前に、入力信号フレームに対して解析が行われてもよい。入力
信号フレームの信号特性に応じて、様々な符号化モードから、１つ以上の符号化モードが
、その他の符号化モードのうちの少なくとも１つとしての役割を果たすように選択されて
もよく、これにより、符号化要求値の計算における複雑さが減少させられることが可能で
ある。
【００７１】
　本実施形態では、ステップ８０１及びステップ８０２を実行する順序は交換されてもよ
く、又は、ステップ８０１及びステップ８０２は並行して実行されてもよい。
【００７２】
　ステップ８０３：ステップ８０１とステップ８０２とで取得された、少なくとも２つの
符号化モードのための符号化要求値が比較される。入力信号フレームを符号化するための
符号化モードが、上記の符号化モードから、モード選択ポリシーに従って選択される。
【００７３】
　比較ステップのために、ステップ８０２で取得された様々な符号化要求値が、モード選
択ポリシーに従って最初に比較されてもよく、そして、ステップ８０１で取得された様々
な符号化要求値と、モード選択ポリシーに従って更に比較される。あるいは、ステップ８
０１とステップ８０２とで取得された様々な符号化要求値は、直接一緒に比較される。２
つの手法の間の違いは、２ステップの比較では、比較の各ステップにおいて異なるモード
選択ポリシーを採用してもよいのに対して、１ステップの比較では、１つのモード選択ポ
リシーのみを採用するということである。
【００７４】
　モード選択ポリシーは、取得された符号化要求値から、最小の符号化要求値を判定する
ことを含む。このモード選択ポリシーに従って、第１のモードのために必要とされる符号
化要求値が、第２のモードのために必要とされる符号化要求値未満である場合、第１のモ
ードが、入力信号フレームを符号化するための符号化モードとして選択される。第１のモ
ードのために必要とされる符号化要求値が、第２のモードのために必要とされる符号化要
求値以上である場合、第２の符号化モードが、入力信号フレームを符号化するための符号
化モードとして選択される。モード選択ポリシーは、取得された符号化要求値から、閾値
に最も近い符号化要求値を判定することを更に含む。このモード選択ポリシーに従って、
これらの２つのモードのための符号化要求値が、予め設定された閾値と比較される。符号
化要求値と閾値との間の差の絶対値がより小さい符号化要求値に対応する符号化モードが
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、入力信号フレームを符号化するために選択される。あるいは、閾値よりも小さい符号化
要求値に対応する符号化モードが、入力信号フレームを符号化するために選択される。モ
ード選択ポリシーは、符号化を実行するための、第１の符号化モードと、その他の符号化
モードのうちの少なくとも１つとのうちの１つを、優先して採用することを更に含む。様
々な環境においては、場合によっては、予め設定された符号化モードで符号化を実施する
必要がある。従って、最初に使用されるモードが依然として存在する。もちろん、第１の
符号化モード及び第２の符号化モードから、入力信号フレームのための符号化モードを選
択するためのモードポリシーは、上記のタイプに限定されない。モード選択ポリシーは、
当業者によって考案されることが可能な全ての解決法を含む。２ステップの比較を例に取
る。第１のステップにおいて、１つ以上の符号化要求値に対応する符号化モードが、ステ
ップ８０２に基づいて取得されてもよく、ここで、閾値よりも小さい符号化要求値に対応
する符号化モードが、入力信号フレームのための符号化モードとしての役割を果たす。第
２のステップにおいて、最小の符号化要求値を判定する方法が、入力信号フレームを符号
化するための符号化モードを決定するために使用される。
【００７５】
　ステップ８０４：決定された符号化モードの情報と、決定された符号化モードに従って
符号化された符号化データとが、符号化及び多重化される。
【００７６】
　ステップ８０１及びステップ８０２において、符号化を介して符号化要求値が取得され
た場合、ステップ８０４において、符号化されたモードの情報と、ステップ８０１又は８
０２において取得された符号化結果とが、符号化モードに従って符号化するために必要と
されるパラメータと共に、ステップ８０３において決定された符号化モードに従って、符
号化及び多重化される。多重化された結果は、復号器に出力される。ステップ８０１及び
ステップ８０２において使用された評価方法によって、符号化要求値が取得された場合、
ステップ８０４において、入力信号フレームが、ステップ８０３で決定された符号化モー
ドを使用してフレームごとに符号化されて、符号化データが取得される。
【００７７】
　符号化された入力信号フレームと、符号化モード識別子と、符号化のために必要とされ
るパラメータとが多重化される。符号化のために必要とされるパラメータは、サンプルポ
イントの数と、サンプルポイントの最小値と、各サンプルポイントを符号化するために必
要とされるビット数とを含む。また、パラメータは、予測係数、予測次数、及びエントロ
ピー符号化パラメータなどを含んでもよい。選択された符号化モードは、入力信号フレー
ムを圧縮及び符号化するために使用される。
【００７８】
　符号化される信号が第１の符号化モードを使用することが決定された場合、入力信号フ
レームは、ダイナミックレンジ符号化モジュールによって符号化される（ダイナミックレ
ンジ符号化モジュールを例に取る場合）。符号化される信号のフレームヘッダ情報と、符
号化される信号のサンプルポイント値の情報と、ダイナミックレンジ符号化モードに対応
する符号化モード識別子とが送信される。フレームヘッダ情報は、符号化される信号のサ
ンプルポイントの最小値と、各サンプルポイントを符号化するためのビット数とである。
符号化される信号のサンプル値の情報は、符号化される信号のサンプル値である。符号化
される信号のフレームヘッダ情報は、ダイナミックレンジ符号化モードに対応する符号化
モード識別子に基づいて符号化される。符号化される信号のサンプルの情報は、各サンプ
ルを符号化するために必要とされるビット数に基づいて、ビットごとに符号化される。
【００７９】
　本実施形態によれば、符号化方法が、様々な符号化モードに対応するために導入される
。包括的な符号化方法を使用することによって、入力信号フレームと様々な符号化ポリシ
ーとに基づいた、様々な符号化モードの間での効果的な切り換えが、信号が圧縮及び符号
化される際に実行される。従って、複雑さと圧縮効率とに対する様々な要求が満たされる
ことが可能である。その結果、より少ない複雑さで、圧縮効率が効果的に向上させられる
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。
【００８０】
＜復号化方法の実施形態＞
　図８は、本発明の一実施形態による復号化方法のフローチャートである。方法は、以下
のステップを含む。
【００８１】
　ステップ９０１：符号化されて送信された、多重化された信号が、逆多重化されて、フ
レーム信号を符号化するための符号化モードの情報と、符号化モードに従って符号化され
た符号化データとが取得される。
【００８２】
　ステップ９０２：逆多重化された符号化データが、符号化モードの情報に基づいて復号
化されて、フレーム信号が取得される。符号化モードは、符号化の最後に、以下のステッ
プに従って取得される。
【００８３】
　入力信号フレームを符号化するために使用される、第１の符号化モードと、その他の符
号化モードのうちの１つとのための、符号化要求値が取得される。入力信号フレームを符
号化するための符号化モードが、それらの符号化モードから、符号化要求値に基づいて、
モード選択ポリシーに従って決定される。
【００８４】
　多重化された信号が逆多重化され、復号化される信号と、符号化モード識別子とが、復
号化ユニットに送信される。予測モードを例に取る。符号化される信号が予測符号化モー
ドを使用する場合、予測係数、予測次数、及びエントロピー符号化パラメータも取得され
る。復号化される信号を復号化するための復号化モードは、逆多重化された符号化モード
識別子に基づいて決定される。符号化モード識別子に対応する符号化モードが、ダイナミ
ックレンジ符号化モードである場合、復号化される信号のための復号化モードは、ダイナ
ミックレンジ復号化モードである。次に、復号化される信号のフレームヘッダの情報と、
サンプルポイント値の情報とが復号化され、そして、復号化されたヘッダ情報と、サンプ
ルポイント値の情報とに従って、信号が無損失で復元される。符号化モード識別子に対応
する符号化モードが、その他の符号化モードである場合、復号化される信号を復号化する
ための復号化モードは、予測復号化モードなどの、その他の復号化モードに対応する復号
化モードであることが決定される。予測符号化モードを例に取る。復号化される信号に対
して、エントロピー符号化パラメータに従って、エントロピー復号化を実行することによ
って、残留信号が取得される。逆多重化された予測係数と予測次数とに基づいて、残留信
号が結合され、これにより、信号が無損失で復元される。
【００８５】
　本実施形態によれば、復号化方法が、様々な復号化モードに対応するために導入される
。包括的な復号化方法を使用し、符号化プロセスの逆のプロセスを使用して信号を復号化
することにより、入力信号フレームと様々な符号化ポリシーとに基づいた、様々な符号化
モードの間での効果的な切り換えが、信号が圧縮及び符号化される際に実行される。従っ
て、複雑さと圧縮効率とに対する様々な要求が満たされることが可能である。その結果、
より少ない複雑さで、圧縮／伸長効率が効果的に向上させられる。
【００８６】
＜符号化装置の実施形態＞
　図９は、本発明の一実施形態による符号化システムの図である。システムは、信号受信
装置０１と、符号化モード決定装置０２と、符号化装置０３と、多重化及び出力装置０４
とを含む。
【００８７】
　信号受信装置０１は、入力信号フレームを受信するように構成される。出力信号は、符
号化される信号である。符号化モード決定装置０２は、入力信号フレームの信号特性を解
析し、入力信号フレームを符号化するための第２の符号化モードを選択し、入力信号フレ
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ームを符号化するために使用される、予め設定された第１の符号化モードと、第２の符号
化モードとのための、符号化要求値を取得し、上記の符号化モードから、符号化要求値に
基づいて、入力信号フレームを符号化するための符号化モードを決定するように構成され
る。符号化装置０３は、決定された符号化モードを使用して、入力信号フレームを符号化
するように構成される。多重化及び出力装置０４は、決定された符号化モードの情報と、
決定された符号化モードに従って符号化された符号化データとを多重化するように構成さ
れる。
【００８８】
　符号化装置０３は、様々な符号化モードを使用して実行する符号器を備える。符号化モ
ード決定装置０２は、符号化装置０３に結合されてもよく、又は、多重化及び出力装置０
４に結合されてもよい。符号化モード決定装置０２が符号化装置０３に結合される場合、
符号化モード決定装置０２は、符号化要求値の評価を、評価方法を介して取得する。入力
信号フレームを符号化するための符号化モードが決定された後で、決定された符号化モー
ドが符号化装置０３に送信され、符号化装置０３は、次に、その符号化モードを使用して
入力信号フレームを符号化し、符号化結果を多重化及び出力装置０４に送信する。多重化
及び出力装置０４は、多重化されたデータを、復号化のために復号器に送信する。符号化
モード決定装置０２が多重化及び出力装置０４に結合される場合、符号化装置０３と符号
化モード決定装置０２とは、１つの論理エンティティ内にあってもよく、又は、符号化モ
ード決定装置０２内に配置されてもよく、又は、独立した論理エンティティであってもよ
い。符号化モード決定装置０２が符号化要求値を取得するプロセスは、符号化装置０３を
使用して、符号化のために必要とされる符号化要求値を、符号化を実行するための符号化
モードを使用することによって取得することを含む。入力信号フレームを符号化するため
の符号化モードが決定された後で、符号化モードを使用して符号化されたデータと、モー
ド識別子と、符号化パラメータとが、多重化及び出力装置に送信される。多重化及び出力
装置は、受信したデータを多重化し、多重化された結果を、復号化のために復号器に出力
する。
【００８９】
　本実施形態によれば、符号化システムが、様々な符号化モードに対応するために導入さ
れる。包括的な符号化システムを使用することによって、入力信号フレームと様々な符号
化ポリシーとに基づいた、様々な符号化モードの間での効果的な切り換えが、信号が圧縮
及び符号化される際に実行される。従って、複雑さと圧縮効率とに対する様々な要求が満
たされることが可能である。その結果、より少ない複雑さで、圧縮効率が効果的に向上さ
せられる。
【００９０】
　上記の実施形態では、様々な符号化モードのもとでの符号化動作が、ダイナミックレン
ジ符号器、一定符号器、予測符号器などを含む、様々な符号器によって実行される。入力
信号フレームは、ＰＣＭ信号であってもよく、又は、Ｇ．７１１標準のもとでポイントご
とに符号化された信号に類似していてもよく、又は、実施形態における上記の動作に適用
可能なその他の信号であってもよく、又は、当業者によって上記の実施形態から明瞭に考
えられることが可能な信号であってもよい。
【００９１】
　前述の実施形態による方法の手順の全て又は一部は、関連するハードウェアを使用して
、コンピュータプログラムによって指示された場合に実施されてもよいということが、当
業者によって理解される。プログラムは、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体内に記憶
されてもよい。実行中のプログラムは、上述のような様々な実施形態による方法の手順を
含んでもよい。記憶媒体は、磁気ディスク、光ディスク、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）
、又はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）などであってもよい。
【００９２】
　前述の実施形態は本発明の技術的解決法のための例示にすぎず、本発明はこれに限定さ
れないということに留意されたい。本発明の説明のために、好ましい実施形態を示したが
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、本発明の技術的解決法の精神及び範囲を逸脱することなく、本発明の技術的解決法に対
して任意の修正又は均等物置換が行われてもよいということが、当業者によって理解され
る。

【図１】 【図２】
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【図９】

【手続補正書】
【提出日】平成24年6月21日(2012.6.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力信号フレームを符号化するために使用される第１の符号化モードおよび少なくとも
一つの他の符号化モードのための符号化要求値を取得することであって、前記第１の符号
化モードは、ダイナミックレンジ符号化モードであり、
　上記の符号化モードから、前記符号化要求値に基づいて、モード選択ポリシーに従って
、前記入力信号フレームを符号化するための符号化モードを決定することであって、前記
符号化要求値は前記入力信号フレームを符号化するために必要とされるビット数及び／又
はバイト数を含み、
　前記決定された符号化モードの情報と、前記決定された符号化モードに従って符号化さ
れた符号化データとを多重化すること
　を含むことによって特徴付けられる、符号化方法。
【請求項２】
　前記モード選択ポリシーは、
　前記取得された符号化要求値から、最小の符号化要求値を判定すること、又は、
　取得された前記符号化要求値から、閾値に最も近い符号化要求値を判定すること、又は
、
　符号化を実行するための、前記第１の符号化モードと、その他の符号化モードのうちの
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少なくとも１つとのうちの１つを、優先して採用すること
　を含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記入力信号フレームを符号化するために使用される前記第１の符号化モードおよび少
なくとも一つの前記他の符号化モードのための前記符号化要求値を取得する前に、
　前記他の符号化モードから、前記入力信号フレームの前記特性に基づいて、信号解析ポ
リシーに従って、第２の符号化モードを前記少なくとも一つの前記他の符号化モードとし
て選択し、前記符号化要求値の取得を行うこと、
　を含むことを特徴とする、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　符号化されて送信された、多重化された信号を逆多重化し、フレーム信号を符号化する
ための符号化モードの情報と、前記符号化モードに従って符号化された符号化データとを
取得し、
　前記符号化モードの前記情報に基づいて、逆多重化された前記符号化データを復号化し
て、前記フレーム信号を取得することを含むことを特徴とし、
　前記符号化モードは符号化側において、
　入力信号フレームを符号化するために使用される第１の符号化モードおよび少なくとも
一つの他の符号化モードのための符号化要求値を取得することであって、前記第１の符号
化モードは、ダイナミックレンジ符号化モードであり、前記符号化要求値は前記入力信号
フレームを符号化するために必要とされるビット数及び／又はバイト数を含み、
　上記の符号化モードから、前記符号化要求値に基づいて、モード選択ポリシーに従って
、前記入力信号フレームを符号化するための符号化モードを決定すること、
　を含むステップに従って取得される、
　複合化方法。
【請求項５】
　入力信号フレームを符号化するために使用される第１の符号化モードおよび少なくとも
一つの他の符号化モードのための符号化要求値を評価するように構成された符号化要求評
価ユニットであって、前記第１の符号化モードは、ダイナミックレンジ符号化モードであ
り、前記符号化要求値は前記入力信号フレームを符号化するために必要とされるビット数
及び／又はバイト数を含む、前記符号化要求評価ユニットと、
　上記の符号化モードから、前記符号化要求値に基づいて、モード選択ポリシーに従って
、前記入力信号フレームを符号化するための符号化モードを決定するように構成されたモ
ード決定ユニットと、
　前記決定された符号化モードを使用して、前記入力信号フレームを符号化するように構
成された、符号化ユニットと
　を含むことを特徴とする、符号化装置。
【請求項６】
　前記第１の符号化モードは、ダイナミックレンジ符号化モードであり、前記少なくとも
一つの前記他の符号化モードは、前記ダイナミックレンジ符号化モードとは異なる他の符
号化モードを含むことを特徴とする、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記モード選択ポリシーは、
　前記取得された符号化要求値から、最小の符号化要求値を判定すること、又は、
　取得された前記符号化要求値から、閾値に最も近い符号化要求値を判定すること、又は
、
　符号化を実行するための、前記第１の符号化モードと、その他の符号化モードのうちの
少なくとも１つとのうちの１つを、優先して採用すること
　を含むことを特徴とする、請求項５又は６に記載の装置。
【請求項８】
　前記他の符号化モードから、前記入力信号フレームの前記信号特性に基づいて、信号解



(23) JP 2012-194574 A 2012.10.11

析ポリシーに従って、第２の符号化モードを前記少なくとも一つの前記他の符号化モード
として選択する信号解析ユニットを更に含むことを特徴とし、
　前記信号解析ユニットにより前記少なくとも一つの前記他の符号化モードとして選択さ
れた前記第２の符号化モードは前記符号化要求評価ユニットに送信され、前記符号化要求
評価ユニットは前記入力信号フレームを符号化するために使用される前記第１の符号化モ
ードおよび前記第２の符号化モードのための前記符号化要求値を取得する、
　ことを特徴とする、請求項５～７のいずれか１項に記載の装置。
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